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公 安 委 員 会 告 示 

 

兵庫県公安委員会告示第247号の２ 

平成23年兵庫県公安委員会告示第13号（道路交通法に基づく免許関係事務の委託に係る要件）等の一部を次

のように改正し、令和７年12月２日から施行する。 

令和７年12月１日 

兵庫県公安委員会 

委員長 津 田 隆 雄  

１ 平成23年兵庫県公安委員会告示第13号（道路交通法に基づく免許関係事務の委託に係る要件）の一部改正 

１の(2)中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

２の(3)を次のように改める。 

(3) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第66条第１項に規定する安全管理の措置を講ず

ることができること。 

２ 平成23年兵庫県公安委員会告示第14号（道路交通法に基づく講習の委託に係る要件）の一部改正 

１の(2)中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

３の(4)を次のように改める。 

(4) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第66条第１項に規定する安全管理の措置を講ず

ることができること。 

３ 平成23年兵庫県公安委員会告示第15号（道路交通法に基づく講習の委託に係る要件）の一部改正 

１の(2)中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

２の(4)を次のように改める。 

(4) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第66条第１項に規定する安全管理の措置を講ず

ることができること。 

４ 平成23年兵庫県公安委員会告示第16号（道路交通法に基づく講習の委託に係る要件）の一部改正 

１の(2)中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

３の(4)を次のように改める。 

(4) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第66条第１項に規定する安全管理の措置を講ず

ることができること。 
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